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関
連
し
た
同
特
捜
部
元
幹
部
へ
の
接
見
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。
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一
、
五
及
び
六
に
つ
い
て

被
疑
者
又
は
被
告
人
の
接
見
禁
止
に
つ
い
て
は
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
八
十
一
条
及

び
第
二
百
七
条
第
一
項
に
お
い
て
、
裁
判
官
又
は
裁
判
所
は
、
逃
亡
し
又
は
罪
証
を
隠
滅
す
る
と
疑
う
に
足
り
る
相
当
な
理

こ
う

由
が
あ
る
と
き
は
、
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
勾
留
さ
れ
て
い
る
被
疑
者
又
は
被
告
人
と
弁
護
人
及
び
弁
護
人

を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
の
依
頼
に
よ
り
弁
護
人
と
な
ろ
う
と
す
る
者
以
外
の
者
と
の
接
見
を
禁
じ
る
こ
と
が
で
き
る

と
し
て
い
る
。

ま
た
、
一
般
に
、
接
見
禁
止
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
、
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

二
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て

裁
判
官
若
し
く
は
裁
判
所
の
決
定
又
は
報
道
に
か
か
わ
る
事
柄
に
つ
い
て
は
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。


